
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2期
6/10

3期
7/10

4期
8/10

5期
9/10

6期
10/10

7期
11/10

8期
12/10

9期
1/10

10期
2/10

4月分
2/10

5月分
4/10

6月分
5/10

7月分
6/10

8月分
7/10

9月分
8/10

10月分
9/10

11月分
10/10

12月分
11/10

1月分
12/10

2月分
1/10

3月分
2/10

2期
6/10

3期
7/10

4期
8/10

5期
9/10

6期
10/10

7期
11/10

8期
12/10

9期
1/10

10期
2/10

2期
7/10

3期
8/10

4期
9/10

5期
10/10

6期
11/10

7期
12/10

8期
1/10

9期
2/10

※表中、各期の下の日付が申込期限となります。期限を過ぎた申込は、翌納期以降の開始となります。

　　　　〈例〉市県民税について、7月10日までに提出した場合は、第2期分から口座振替（自動払込）が開始されます。

　　　　　　　印鑑相違等の不備があれば返却しますので、翌納期以降の開始になる場合があります。

口座振替申込期限一覧表

1期
5/10

2期
8/10

3期
10/10

4期
12/10

4期
12/10

4期
11/10

市 県 民 税
（ 特別徴収分 ・法人市民税を除 く ）

1期
4/10

2期
7/10

固定資産税（償却資産を
含 む ） ・ 都 市 計 画 税

1期
3/10

2期
6/10

3期
8/10

3期
9/10

介 護 保 険 料
（ 特 別 徴 収 分 を 除 く ）

1期
4/10

後期高齢者医療保険料
（ 特 別 徴 収 分 を 除 く ）

1期
5/10

軽 自 動 車 税
全期
3/10

国 民 健 康 保 険 税
（ 特 別 徴 収 分 を 除 く ）

1期
4/10

市 営 住 宅 使 用 料
（ 駐 車 場 を 含 む ）

下水道事業受益者負担金

科
納期


